
岩手県教育委員会訓令第 11号 

                                                      事務局  

                                                     教育機関  

 岩手県教育委員会服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成19年12月28日 

岩手県教育委員会       

委員長 箱 崎 安 弘  

   岩手県教育委員会服務規程の一部を改正する訓令 

 岩手県教育委員会服務規程（昭和 40年岩手県教育委員会訓令第７号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（育児休業の承認） 

第10条の３ 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第110号。以下「育児休業法」という。）第２条第

２項の規定により育児休業の承認を受けようとするとき、又

は同法第３条第３項において準用する同法第２条第２項の規

定により育児休業の期間の延長の承認を受けようとするとき

は、職員の育児休業等に関する規則（平成４年岩手県人事委

員会規則第15号。以下「育児休業規則」という。）第３条第

１項に規定する育児休業承認請求書を所属長を経由して教職

員課総括課長に提出しなければならない。 

２ 育児休業をしている職員は、育児休業規則第５条第１項各

号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第２項に規

定する養育状況変更届を所属長を経由して教職員課総括課長

に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（育児休業の承認） 

第10条の３ 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第110号。以下「育児休業法」という。）第２条第

２項の規定により育児休業の承認を受けようとするとき、又

は育児休業法第３条第３項において準用する育児休業法第２

条第２項の規定により育児休業の期間の延長の承認を受けよ

うとするときは、職員の育児休業等に関する規則（平成４年

岩手県人事委員会規則第15号。以下「育児休業規則」という。）

第３条第１項に規定する育児休業承認請求書を所属長を経由

して教職員課総括課長に提出しなければならない。 

２ 育児休業をしている職員は、育児休業規則第６条第１項各

号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第２項に規

定する養育状況変更届を所属長を経由して教職員課総括課長

に提出しなければならない。 

 （育児短時間勤務の承認） 

第10条の４ 職員は、育児休業法第10条第２項の規定により育

児短時間勤務の承認を受けようとするとき、又は育児休業法

第11条第２項において準用する育児休業法第10条第２項の規

定により育児短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとす

るときは、育児休業規則第14条第１項に規定する育児短時間

勤務承認請求書を所属長を経由して教職員課総括課長に提出

しなければならない。 

２ 育児短時間勤務をしている職員は、育児休業規則第15条に

おいて準用する育児休業規則第６条第１項各号に掲げる事由

が生じたときは、遅滞なく、同条第２項に規定する養育状況

変更届を所属長を経由して教職員課総括課長に提出しなけれ

ばならない。 

 （自己啓発等休業の承認） 

第10条の５ 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例（平

成19年岩手県条例第65号）第２条の規定に基づく自己啓発等

休業の承認を受けようとするとき、又は同条例第７条第３項



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （部分休業の承認） 

第10条の４ 職員は、育児休業法第19条第１項の規定に基づく

部分休業の承認を受けようとするときは、育児休業規則第９

条第１項に規定する部分休業承認請求書を所属長に提出しな

ければならない。ただし、電磁的方法（電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ

て人事委員会が定めるものをいう。次条において同じ。）を

使用する場合にあっては、別に定める方法によらなければな

らない。 

２ 部分休業をしている職員は、育児休業規則第５条第１項各

号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第２項に規

定する養育状況変更届を所属長に提出しなければならない。

 （修学部分休業の承認） 

第10条の５ ［略］ 

 （妊産婦の時間外労働等） 

第10条の６ ［略］ 

様式第４号（第４条関係） 

 

休暇等 

［略］ 

［略］ 育児 

休業 

部分 
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［略］ 

［略］

出 

勤 

簿
（ 

月 

分
） 

所 

属

 ［略］ 

（Ｂ３） 

様式第10号の５（第10条の６関係） 

［略］ 

において準用する同条例第２条の規定に基づく自己啓発等休

業の期間の延長の承認を受けようとするときは、職員の自己

啓発等休業に関する規則（平成19年岩手県人事委員会規則第

38号）第４条第１項に規定する自己啓発等休業承認申請書を

所属長を経由して教職員課総括課長に提出しなければならな

い。 

２ 自己啓発等休業をしている職員は、職員の自己啓発等休業

に関する条例第９条第１項各号に掲げる事由が生じたとき

は、遅滞なく、職員の自己啓発等休業に関する規則第６条第

１項に規定する大学等課程履修（国際貢献活動）状況変更届

を所属長を経由して教職員課総括課長に提出しなければなら

ない。 

 （部分休業の承認） 

第10条の６ 職員は、育児休業法第19条第１項の規定に基づく

部分休業の承認を受けようとするときは、育児休業規則第19

条第１項に規定する部分休業承認請求書を所属長に提出しな

ければならない。ただし、電磁的方法（電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ

て人事委員会が定めるものをいう。次条において同じ。）を

使用する場合にあっては、別に定める方法によらなければな

らない。 

２ 部分休業をしている職員は、育児休業規則第６条第１項各

号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第２項に規

定する養育状況変更届を所属長に提出しなければならない。

 （修学部分休業の承認） 

第10条の７ ［略］ 

 （妊産婦の時間外労働等） 

第10条の８ ［略］ 

様式第４号（第４条関係） 
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 （Ｂ３） 

様式第10号の５（第10条の８関係） 

［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 



１ この訓令は、平成 20年１月１日から施行する。 

２ この訓令による改正前の岩手県教育委員会服務規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること

ができる。 
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